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○「犯罪被害給付制度事務処理要領」新旧対照表

改正後 改正前

犯罪被害給付制度事務処理要領 犯罪被害給付制度事務処理要領

第12 争訟 第12 争訟

１ 公安委員会の裁定等についての審査請求 １ 公安委員会の裁定についての不服申立て

(1) 裁定についての審査請求 (1) 裁定についての不服申立て

法第20条の２により読み替えられた地方自治 法第20条の２により読み替えられた地方自治

法（昭和22年法律第67号）第255条の２第１項第 法（昭和22年法律第67号）第255条の２第１号に

１号により、給付金の申請に関する裁定につい より、給付金の申請に関する裁定についての行

ての行政不服審査法（平成26年法律第68号）に 政不服審査法（昭和37年法律第160号）による審

よる審査請求は、国家公安委員会に対してなさ 査請求は、国家公安委員会に対してなされるこ

れることとなる。 ととなり、法に異議申立てをすることができる

旨の規定がないことから、公安委員会に対する

異議申立てをすることはできない。

(2) 不作為についての審査請求 (2) 不作為についての不服申立て

裁定の申請があった事案について、相当期間 裁定の申請があった事案について、相当期間

経過してもなお公安委員会による裁定が行われ 経過してもなお公安委員会による裁定が行われ

ない場合における不作為についての審査請求は、 ない場合における不作為についての不服申立て

国家公安委員会に対する審査請求及び公安委員 は、国家公安委員会に対する審査請求及び公安

会に対する審査請求のいずれもが認められるこ 委員会に対する異議申立てのいずれもが認めら

ととなる（法第20条の２により読み替えられた れることとなる（行政不服審査法第７条参照）。

地方自治法第255条の２第１項参照）。

(3) 審査請求の取扱い (3) 不服申立ての取扱い

ア 国家公安委員会に対する審査請求は、警察 ア 国家公安委員会に対する審査請求は、警察

庁長官官房においてこれを受け付け、争点及 庁長官官房においてこれを受け付け、争点及

び内容を分析・整理する。 び内容を分析・整理する。

イ 国家公安委員会に対する審査請求書が公安 イ 公安委員会に審査請求書が提出された場合

委員会に提出された場合は、速やかに警察庁 は、速やかに警察庁長官官房に送付するもの

長官官房に送付するものとする。 とする。

ウ 不作為についての審査請求が公安委員会に ウ 公安委員会の不作為についての異議申立て

対してなされたときは、給付金の申請手続に は、給付金の申請手続に準じて取り扱うもの

準じて取り扱うものとする。 とする。

エ 審査請求事案の処理については、公安委員 エ 不服申立て事案の処理については、公安委

会が定めた行政不服審査に関する規程の定め 員会が定めた行政不服審査に関する規程の定

るところにより行うものとする。 めるところにより行うものとする。

オ 審査請求に関する報告 オ 不服申立てに関する報告

公安委員会に対して不作為についての審査 公安委員会に対して異議申立てがあったと

請求があったときは、速やかに様式第５号「審 きは、速やかに様式第５号「不服申立事案報

査請求事案報告書」により国家公安委員会（警 告書」により国家公安委員会（警察庁長官官

察庁長官官房経由）に報告するものとする。 房経由）に報告するものとする。

事案の処理を終結したときも、同様とする。 事案の処理を終結したときも、同様とする。
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